
審 査 基 準
平成３０年１月４日作成

法 令 名： 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令

根 拠 条 項： 第３９条により読替え適用する災害対策基本法施行令第３３条第１項

処 分 の 概 要： 国民の保護のための措置の実施時における緊急通行車両の確認

原権者（委任先）： 東京都公安委員会

法 令 の 定 め：
○ 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に
関する法律施行令【事態対処法施行令】第１条（指定行政機関）

○ 同上第２条（指定地方行政機関）
○ 同上第３条（指定公共機関）
○ 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律【国民保護法】
第２条第２項（指定地方公共機関）

○ 同上第１０条第１項（国の実施する国民の保護のための措置）
○ 同上第１１条第１項（都道府県の実施する国民の保護のための措置）
○ 同上第１５５条第１項（国民の保護のための措置の実施時における交通の規制等）
○ 同上施行令第３９条により読替え適用する災害対策基本法施行令第３２条の２
（緊急通行車両）

○ 同上施行令第３９条により読替え適用する災害対策基本法施行令第３３条第２項
（標章及び証明書の交付）

○ 災害対策基本法施行令第３３条第３項（標章の提示及び証明書の備え付け）
○ 災害対策基本法施行規則第６条第１項（緊急通行車両についての確認に係る標章の様式）
○ 同上第６条第２項（緊急通行車両についての確認に係る証明書の様式）

審 査 基 準：
別紙「国民の保護のための措置の実施時における緊急通行車両の確認の基準」のとおり

標 準 処 理 期 間： 申請の当日中（行政庁の休日は含まない。ただし、都道府県公安
委員会が緊急交通路を指定した場合は、この限りではない ）。

申 請 先： 警視庁本部（交通規制課）、警察署（交通課）、交通機動隊本隊、
高速道路交通警察隊本隊及び交通検問所

問 合 せ 先： 交通部交通規制課災害交通対策第一係
（ 、 ）電話 ０３－３５８１－４３２１ 内線５１６５１ ５１６５２

備 考：
判断の基準の解釈については、「警視庁災害警備実施計画の制定について」（平成２８年
６月２２日通達甲（副監．備．災．災）第１２号）及び「緊急通行車両等の確認事務等
の実施要領の制定について」（平成２４年１２月２６日通達甲（交．規．規３）第１８号
を参照
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別紙

国民の保護のための措置の実施時における緊急通行車両の確認の基準

都道府県公安委員会が緊急交通路を指定した場合、次の１の（１）のアからオのいず
れか又は１の（２）のアからオのいずれかに該当する車両かつ２に該当する車両に対し
て、標章及び証明書を交付する。

１ 武力攻撃事態等において、国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は武力攻
撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が 小となるための
措置を実施するために使用される車両。
（１ 【国の実施する国民の保護のための措置】）

ア 警報の発令、避難措置の指示その他の住民の避難に関する措置
イ 救援の指示、応援の指示、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の避難
に関する措置

ウ 武力攻撃災害への対処に関する措置に係る指示、生活関連等施設の安全確保
に関する措置、危険物質等に係る武力攻撃災害の発生を防止するための措置、
放射性物質等による汚染の拡大を防止するための措置、被災情報の公表その他
の武力攻撃災害への対処に関する措置

エ 生活関連物資等の価格の安定等のための措置その他の国民生活の安定に関する措置
オ 武力攻撃災害の復旧に関する措置

（２ 【都道府県の実施する国民保護のための措置】）
ア 住民に対する対する避難の指示、避難住民の誘導に関する措置、都道府県の
区域を超える住民の避難に関する措置その他の国民生活の安定に関する措置
その他の住民の避難に関する措置

イ 救援の実施、安否情報の収集及び提供その他の武力攻撃災害への対処に関する
措置

ウ 武力攻撃災害の防除及び軽減、緊急通報の発令、退避の指示、警戒区域の設定、
保険衛生の確保、被災情報の収集その他の武力攻撃災害への対処に関する措置

エ 生活関連物資等の価格の安定等のための措置その他の国民生活の安定に関する
措置

オ 武力攻撃災害の復旧に関する措置

２ 指定行政機関等が保有する車両若しくは指定行政機関等との契約等により当該指定
行政機関等の活動のために常時使用される車両又は武力攻撃事態等において、指定
行政機関等が他の関係機関・団体等から調達する車両


